
 
横浜市介護職員住居借上支援事業補助金交付要綱 新旧対照表 

現 行 改正案 改正内容 
横浜市介護職員住居借上支援事業補助金交

付要綱 

 

制定 平成 30 年３月 28 日 健高健第 1257

号（健康福祉局長決裁） 

最近改定 令和６年３月 29 日 健高健第 1685

号（健康福祉局長決裁） 

 

第１条（略） 

２ 本事業は、介護職員の住居借上を実施

するための費用の補助を行うことによ

り、介護職員の人材確保と高齢化が進む

地域での地域活動の担い手不足の解消を

図ることを目的とする。 

３（略） 

 

第２条（略） 

２（略） 

３ インターンとは、在留資格「特定活

動」（出入国管理及び難民認定法第七条第

横浜市介護職員住居借上支援事業補助金交

付要綱 

 

制定 平成 30 年３月 28 日 健高健第 1257

号（健康福祉局長決裁） 

最近改定 令和８年 月   日 健高健第   

号（健康福祉局長決裁） 

 

第１条（略） 

２ 本事業は、介護職員の住居借上を実施

するための費用の補助を行うことによ

り、介護職員の人材確保と地域活動の担

い手不足の解消を図ることを目的とす

る。 

３（略） 

 

第２条（略） 

２（略） 

３ インターンシップ生とは、在留資格

「特定活動」（出入国管理及び難民認定法

 

 

 

 

 

年月日の更新 

 

 

 

 

 

文言の削除 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 



現 行 改正案 改正内容 
一項第二号の規定に基づき同法別表第一

の五の表の下欄に掲げる活動を定める件

第９号）により入国し、介護実習を受け

る者をいう。 

 

４ 介護留学生とは、介護福祉士の合格を

目指し、日本語学校や介護福祉士養成施

設に通い、日本の介護施設での就労を目

指す者をいう。 

 

 

 

第３条～第４条（略） 

 

（補助対象介護職員の要件） 

第５条 補助対象介護職員は、介護施設に

勤務している常勤介護職員、インターン

及び介護留学生のうち、次の各号のいず

れかに該当する者とする。ただし、イン

ターンは１日６時間以上かつ月 20 日以上

勤務している者とし、介護留学生は出入

国管理及び難民認定法施行規則第 19 条第

第七条第一項第二号の規定に基づき同法

別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を

定める件第９号）により入国し、介護実

習を受ける者で、１日６時間以上かつ月 

20 日以上勤務している者をいう。 

４ 介護留学生とは、介護福祉士の合格を

目指し、日本語学校や介護福祉士養成施

設に通い、日本の介護施設での就労を目

指す者で、出入国管理及び難民認定法施

行規則第 19 条第５項に定める範囲内で就

労をしている者をいう。 

 

第３条～第４条（略） 

 

（補助対象介護職員の要件） 

第５条 補助対象介護職員は、市内の介護

施設に勤務している常勤介護職員、インタ

ーンシップ生及び介護留学生のうち、次の

各号のいずれかに該当する者とする。 

 

 

 

 

 

 

第５条ただし書きから移動 

 

 

 

 

第５条ただし書きから移動 

 

 

 

 

 

 

文言の追加 

文言の修正 

 

第２条第３項及び第４項に移動 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
５項に定める範囲内で就労をしている者

とする。 

(1)～(2) （略） 

２（略） 

 

第６条（略） 

 

（補助対象期間）  

第７条 補助対象期間は、月単位とし、月

の初日から末日まで補助対象要件を満た

している期間とする。ただし、交付決定

後、補助対象介護職員の転居等により月

の途中で補助対象要件を満たさなくなる

場合は、その日までを補助対象期間と

し、補助対象経費は日割りにより算出す

る。  

２（略） 

 

第８条～第 11 条 省略 

 

（事業の変更等）  

第 12 条 事業実施者は、交付決定後に、内

 

 

(1)～(2) （略） 

２（略） 

 

第６条（略） 

 

（補助対象期間） 

第７条 補助対象期間は、月単位とし、月

の初日から末日まで補助対象要件を満た

している期間とする。 

 

 

 

 

 

２（略） 

 

第８条～第 11 条 省略 

 

（事業の変更等） 

第 12 条 事業実施者は、交付決定後に、内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
容に変更が生じた場合には、変更が生じ

た月の末日までに横浜市介護職員住居借

上支援事業補助金変更承認申請書（第９

号様式及び別紙）を提出するものとす

る。ただし、期限を経過してから申請書

を提出した場合には、第３項以下に規定

のとおり取り扱うこととする。  

２ 事業の変更においても第７条第１項の

規定と同様に、補助対象期間は、月単位

とし、月の初日から末日まで補助対象要

件を満たす期間から変更を認めることと

する。ただし、交付決定後、補助対象介

護職員の転居等により月の途中で補助対

象要件を満たさなくなる場合は、その日

までを補助対象期間とし、補助対象経費

は日割りにより算出する。  

３ 変更が補助対象介護職員の追加に係る

内容であって、月の途中から補助対象要

件を満たした場合には、当該月の翌月か

ら補助対象とする。また、すでに補助対

象介護職員が居住している住居に入居す

る場合には、当該月の翌月から入居人数

容に変更が生じた場合には、変更が生じ

た月の末日までに横浜市介護職員住居借

上支援事業補助金変更承認申請書（第９

号様式及び別紙）を提出するものとす

る。ただし、期限を経過してから申請書

を提出した場合には、第３項以下に規定

のとおり取り扱うこととする。 

２ 事業の変更においても第７条第１項の

規定と同様に、補助対象期間は、月単位

とし、月の初日から末日まで補助対象要

件を満たす期間から変更を認めることと

する。 

 

 

 

 

３ 変更が補助対象介護職員の追加に係る

内容であって、月の途中から補助対象要

件を満たした場合には、当該月の翌月か

ら補助対象とする。また、すでに補助対

象介護職員が居住している住居に入居す

る場合には、当該月の翌月から入居人数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
に含め補助金を算定する。ただし、期限

を経過してから申請書を提出した場合に

は、提出した日を含む月から補助対象介

護職員とし、同月から入居人数に含め補

助金を算定する。  

４ 変更が補助対象介護職員の減少に係る

内容であって、月の途中から補助対象要

件を満たさなくなる場合には、その日ま

でを補助対象とし、補助対象経費は日割

り計算する。減少する職員の住居に他の

補助対象介護職員が居住している場合に

は、減少する職員を当該月まで入居人数

に含め補助金を算定する。ただし、期限

を経過してから申請書を提出した場合に

は、減少した職員は減少した日以降補助

対象外となるが、提出した日を含む月の

前月まで減少する職員を入居人数に含め

他の補助対象介護職員の補助金を算定す

る。  

５ 変更が補助対象介護職員の補助対象住

居間の転居に係る内容であって、月の途

中で転居する場合には、転居前の補助対

に含め補助金を算定する。ただし、期限

を経過してから申請書を提出した場合に

は、提出した日を含む月から補助対象介

護職員とし、同月から入居人数に含め補

助金を算定する。 

４ 変更が補助対象介護職員の減少に係る

内容であって、減少する職員の住居に他

の補助対象介護職員が居住している場合

には、減少する職員を当該月まで入居人

数に含め補助金を算定する。ただし、期

限を経過してから申請書を提出した場合

には、提出した日を含む月の前月まで減

少する職員を入居人数に含め他の補助対

象介護職員の補助金を算定する。 

 

 

 

 

 

５ 変更が補助対象介護職員の補助対象住

居間の転居に係る内容の場合には、転居

後の住居においては転居の翌月から補助

 

 

 

 

 

 

文言の削除 

 

 

 

 

 

 

 

文言の削除 

 

 

 

 

 

文言の修正・削除 

 



現 行 改正案 改正内容 
象経費を日割り計算し補助金を算定す

る。転居後の住居においては転居の翌月

から補助対象介護職員とする。転居前の

住居に他の補助対象介護職員が居住して

いる場合には、転居する職員は転居の日

以降補助対象外となるが、転居のあった

月まで入居人数に含め他の補助対象介護

職員の補助金を算定する。転居後の住居

に他の補助対象介護職員が居住している

場合には、転居の翌月から入居人数に含

め補助金を算定する。ただし、期限を経

過してから申請書を提出した場合には、

転居前の住居において転居した職員は転

居した日以降補助対象外となるが、提出

した日を含む月の前月まで入居人数に含

め他の補助対象介護職員の補助金を算定

する。転居後の住居において転居した職

員は提出した日を含む月から入居人数に

含め補助金を算定する。  

６ 変更が補助対象介護職員以外の居住者

の追加に係る内容であって、月の途中か

ら追加する場合には、追加が生じた月に

対象介護職員とする。転居前の住居に他

の補助対象介護職員が居住している場合

には、転居のあった月まで入居人数に含

め他の補助対象介護職員の補助金を算定

する。転居後の住居に他の補助対象介護

職員が居住している場合には、転居の翌

月から入居人数に含め補助金を算定す

る。ただし、期限を経過してから申請書

を提出した場合には、提出した日を含む

月の前月まで入居人数に含め他の補助対

象介護職員の補助金を算定する。転居後

の住居において転居した職員は提出した

日を含む月から入居人数に含め補助金を

算定する。 

 

 

 

 

 

６ 変更が補助対象介護職員以外の居住者

の追加に係る内容であって、月の途中か

ら追加する場合には、追加が生じた月か

 

 

 

 

文言の削除 

 

 

 

 

 

 

 

文言の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の削除 



現 行 改正案 改正内容 
おいて追加の前後で補助対象経費を日割

り計算し、追加の日から入居人数に含め

補助金を算定する。  

７ 変更が補助対象介護職員以外の居住者

の減少に係る内容であって、月の途中か

ら減少する場合には、当該月まで入居人

数に含め補助金を算定する。ただし、期

限を経過してから申請書を提出した場合

には、提出した日を含む月の前月まで入

居人数に含め補助金を算定する。  

８ 変更が契約更新に係る内容であって、

事業が継続する場合には、変更が生じた

月において変更の前後で補助対象経費を

日割り計算する。ただし、期限を経過し

てから申請書を提出した場合には、更新

前までは補助対象となるが、更新後は提

出した日を含む月から補助対象となる。  

９ 補助金規則第７条第１号の規定におけ

る市長の定める軽微な変更は、居住する

補助対象介護職員に変更がなく、かつ補

助対象経費に変更がない場合や、補助対

象介護職員の退職や転出により、当初の

ら入居人数に含め補助金を算定する。 

 

 

７ 変更が補助対象介護職員以外の居住者

の減少に係る内容であって、月の途中か

ら減少する場合には、当該月まで入居人

数に含め補助金を算定する。ただし、期

限を経過してから申請書を提出した場合

には、提出した日を含む月の前月まで入

居人数に含め補助金を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

８ 補助金規則第７条第１号の規定におけ

る市長の定める軽微な変更は、居住する補

助対象介護職員に変更がなく、かつ補助対

象経費に変更がない場合や、補助対象介護

職員の退職や転出により、当初の交付決定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の削除 

 

 

 

 

 

 

項の繰り上げ 

 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
交付決定額よりも、変更後の補助金額が

減額となる場合とする。  

10 第１項による申請を承認することを決

定したときは、住居借上支援事業変更承

認書（第 11 号様式）により行うものとす

る。 

 

第 13 条～第 20 条 省略 

 

附 則  

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行

し、施行の日から適用する。  

附 則  

この要綱は、平成 30 年８月６日から施行

し、施行の日から適用する。  

附 則  

この要綱は、平成 30 年 10 月 1 日から施

行し、施行の日から適用する。  

附 則  

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行

し、施行の日から適用する。  

附 則  

額よりも、変更後の補助金額が減額となる

場合とする。 

９ 第１項による申請を承認することを決

定したときは、住居借上支援事業変更承

認書（第 11 号様式）により行うものとす

る。 

 

第 13 条～第 20 条 省略 

 

附 則  

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行

し、施行の日から適用する。  

附 則  

この要綱は、平成 30 年８月６日から施行

し、施行の日から適用する。  

附 則  

この要綱は、平成 30 年 10 月 1 日から施

行し、施行の日から適用する。  

附 則  

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行

し、施行の日から適用する。  

附 則  

 

 

項の繰り上げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
この要綱は、令和２年４月１日から施行

し、施行の日から適用する。  

附 則  

この要綱は、令和３年９月 30 日から施行

し、施行の日から適用する。  

附 則  

この要綱は、令和４年４月１日から施行

する。  

附 則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行

する。  

２ この要綱の規定は、施行日以後に行わ

れた交付の申請について適用し、同日前

に行われた交付の申請については、なお

従前の例による。  

附 則  

この要綱は、令和６年４月１日から施行

する。  

２ この要綱の規定は、施行日以後に行わ

れた交付の申請について適用し、同日前

に行われた交付の申請については、なお

従前の例による。  

この要綱は、令和２年４月１日から施行

し、施行の日から適用する。  

附 則  

この要綱は、令和３年９月 30 日から施行

し、施行の日から適用する。  

附 則  

この要綱は、令和４年４月１日から施行

する。  

附 則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行

する。  

２ この要綱の規定は、施行日以後に行わ

れた交付の申請について適用し、同日前

に行われた交付の申請については、なお

従前の例による。  

附 則  

この要綱は、令和６年４月１日から施行

する。  

２ この要綱の規定は、施行日以後に行わ

れた交付の申請について適用し、同日前

に行われた交付の申請については、なお

従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ 算定基準  

① １戸に補

助対象介護

職員１名で

入居する場

合  

１戸当たりの月額に 1/2

を乗じた金額。なお、補

助金額に 1,000 円未満

の端数があるときは、そ

の端数は切り捨てるもの

とする。※上限２万円

（令和４年度以前から継

続して補助対象介護職員

となっている者は３万

円）  

② １戸に複

数名が入居

する場合  

１戸当たりの月額を入居

人数で除した金額

（1,000 円未満の端数が

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行

する。 

２ この要綱の規定は、施行日以後に行わ

れた交付の申請について適用し、同日前

に行われた交付の申請については、なお

従前の例による。 

 

別表１ 算定基準  

① １戸に補

助対象介護

職員１名で

入居する場

合  

１戸当たりの月額に 1/2

を乗じた金額。なお、補

助金額に 1,000 円未満

の端数があるときは、そ

の端数は切り捨てるもの

とする。※上限２万円

（令和４年度以前から継

続して補助対象介護職員

となっている者は３万

円）  

② １戸に複

数名が入居

する場合  

１戸当たりの月額を入居

人数で除した金額

（1,000 円未満の端数が

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
あるときは、その端数は

切り捨て）と、令和５年

度以降に新規で補助対象

介護職員となった者は２

万円の低い金額を、令和

４年度以前から継続して

補助対象介護職員となっ

ている者は３万円の低い

金額を、足した金額  

（※）補助対象介護職員として算定される

期間は、住民票等により補助対象介護職

員の居住が確認できる期間で、かつ、雇

用証明書により職員の雇用が確認できる

期間である。  

（※）月単位の補助であり、月の初日から

末日まで補助対象要件を満たした月が補

助対象である。ただし、交付決定後、月

の途中で補助対象要件を満たさなくなる

場合は、その日までを補助対象期間と

し、補助対象経費は日割り計算する。  

（※）補助対象介護職員の家族と同居する

場合は、入居人数に家族を含めないで算

あるときは、その端数は

切り捨て）と、令和５年

度以降に新規で補助対象

介護職員となった者は２

万円の低い金額を、令和

４年度以前から継続して

補助対象介護職員となっ

ている者は３万円の低い

金額を、足した金額  

（※）補助対象介護職員として算定される

期間は、住民票等により補助対象介護職員

の居住が確認できる期間で、かつ、雇用証

明書により職員の雇用が確認できる期間で

ある。  

（※）月単位の補助であり、月の初日から

末日まで補助対象要件を満たした月が補助

対象である。 

（※）補助対象介護職員の家族と同居する

場合は、入居人数に家族を含めないで算出

することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言削除 



現 行 改正案 改正内容 
出することができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  

現 行 改正案 改正内容 

 
 
 
 
 

文言の削除 
番号の繰上げ 

 
 

文言の追加 
 

 
 

第１号様式別紙 省略 
 



 
 
 
 
 
  

現 行 改正案 改正内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文言の削除 

第２号様式別紙 省略 
 
 
 



  
現 行 改正案 改正内容 

 
 
 
 
 
文言の修正 
 
文言の追加 
 
 
番号の繰下げ 



  
現 行 改正案 改正内容 

 
文言の削除 
 

第６号様式別紙 省略 
 
 
 



改正案 
 
 

現 行 改正内容 

 
 
文言の修正 
 
文言の追加 
 


